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国 立 大 学 協 会 

   
 

国立大学財務・経営センター事業の廃止は、国立大学法人の 

運営に甚大な影響。格別のご配慮を。 

 
 
 先般実施された行政刷新会議の事業仕分けにおいて、国立大学財務・経営セ

ンターの事業がいずれも「廃止」との判定を受けたことについて、国立大学協

会としては、極めて深刻に受け止めております。そこで、当協会経営支援委員

会において、当該事業が廃止になった場合に国立大学法人として懸念される事

項について、下記のとおり取りまとめました。 
 つきましては、下記に示します国立大学の教育・研究・診療を支える国立大

学財務・経営センターの事業（機能）の継続について、格別のご配慮をお願い

申し上げます。 
記 

 
Ⅰ 施設費貸付事業 
 
  国立大学附属病院の使命である教育・研究・高度医療・地域医療への貢献、

なかんずく日本全体の地域医療を中心として担ってきたことは紛れもない事

実であり、今後、医学研究の国際競争力、地域医療の再生を図るためには、「調

査研究」と附属病院の「経営の分析・助言」に基づいた、低利・長期の附属

病院施設の整備に対する貸付が必要不可欠である。 
 
  （１）我が国の医療の崩壊懸念 

    貸付事業を廃止し、各法人が民間金融機関等から個別に借入を行う制度にすると、

法人の規模・資産等により調達力に差が生じ、国立大学法人によっては、低利・長

期の施設費の借入が困難になり、附属病院に期待されている使命を果たすことがで

きなくなり、我が国の医療の崩壊に繋がる恐れがある。 

 

 （２）新たな業務のコスト増 

    各法人が財政融資資金から借り入れる場合であっても、個々の法人毎に借入のた

めの業務や債券発行などの新たな業務の発生によるコスト増が生じることなどを考

えると、財務・経営センターが一括して借り入れ、各法人に貸付ける現行の仕組み

の方が、全体的に見て効率的であると思われる。 



             

 

  （３）債務負担の軽減 

    厚労省のＮＣ（ナショナル・センター）は独法化に際して、借入金債務の一部を

承継していない。一方、国立大学は法人化に際して、債務の全部（約１兆円）を財

務・経営センターが承継し、国立大学法人が実質的に負担している。 

    国立大学附属病院は、債務の償還によって疲弊していることが問題であり、診療

負担の増加、論文数の減少、不十分な設備投資などの悪影響が出ていることから、

国において債務負担の軽減策を講じていただきたい。 

 

Ⅱ 施設費交付事業 
 
  国立大学法人の施設整備費の不足により、国立大学施設の老朽・狭隘化が

進み、教育研究の質にも影響を及ぼしつつある現状で、施設の改修・修繕に

必要な安定した財源を確保するため、交付事業は必要不可欠である。大学の

持つ資産を大学の充実に使えないようにしたのでは、欧米のみならず、アジ

アの大学に比しても見劣りのする国立大学の施設がますます劣化することに

なる。 
 
 （１）国立大学法人の施設整備費の一翼 

    国立大学法人の施設整備費は、年間２，２００億円必要との試算（文部科学省）

があるが、平成 22 年度予算においては、文科省の施設整備費補助金４６３億円、財

務・経営センターの交付金５６億円、附属病院の長期借入金３８８億円の合計９０

７億円にとどまっており、所要額の半分以下しか措置されていない。このような現

状にある中で、国の厳しい財政状況の下、年々補助金が減額されており、さらに安

定的な財源であったセンターの交付金までもが廃止されることは、国立大学法人に

とって到底耐えられないことである。 

 

  （２）法人化の制度設計の一部 

    施設費交付事業は、国立大学の法人化の検討の際に、各法人が土地を処分した収

入の半分をセンターに納付させ、それをプールして全法人の施設改修費等として有

効利用し、併せて法人間の資産の再配分機能を果たす仕組みとして、法人化の制度

設計の一つの要素として取り込まれたものであり、法人化後の国立大学に対する財

政支援の重要な制度の一つとしてビルトインされたものであるから、国の厳しい財

政状況の下、一般財源による予算措置が期待できない現状においては、交付事業を

廃止することは容認できるものではない。 

 

  （３）土地処分のインセンティブが失われる 

   国立大学法人では、その土地処分収入の１／２を当該法人で使用し、残りの１／

２をセンターの交付事業の財源として全国の国立大学法人の施設改修等に供してい



             

るが、この制度がなくなり、すべての収入が一般会計の収入となってしまえば、土

地処分のインセンティブが失われる。 

 

（４）代替地を獲得することが困難になり、教育研究機能が損なわれる 

    国立大学法人は、公共用の目的に供するため、地方公共団体等に協力して法人の

所有する土地を処分せざるを得ない場合があるが、その場合、法人は、教育研究機

能を維持するため、代替地を確保する必要がある。しかるに、処分収入の１/２を法

人に留保する制度がなくなり、国の厳しい財政状況の下、代替地を購入するための

予算措置も十全には行われないことになると、国立大学本来の教育研究機能を果た

すことができなくなる。 
 
その他 
 
 ○ 調査研究や経営相談事業は各法人の経営戦略の貴重な情報源 

    調査研究事業によるすべての国立大学法人の財務・経営に関するデータの蓄積や

分析、附属病院の財務・経営分析、先進的な改善事例の集積を踏まえた経営相談事業

は、各法人の経営戦略の構築や経営改善の実施に当たり、他法人等のさまざまな情報

を獲得する貴重な情報源となっている。これらの調査研究等を各法人で行うことや、

コンサルタントの活用も各法人でばらばらに行うことは、国立大学法人全体として見

た場合非効率的であると思われる。 

 

 
 上記のような機能を果たしてきた国立大学財務・経営センターの事業の見直

しに当たっては、これら国立大学法人全体に対する支援機能が一層向上するよ

うに配慮して頂きたく、国立大学のイノベーション力、国際競争力、高度医療・

地域医療の最後の砦機能の低下につながることのないよう、重ねてご配慮をお

願い致します。 


